
承
久
の
乱

|
|
転
回
す
る
怨
霊
鎮
魂
問
題
と
鎌
倉
武
士
の
心
性

は
じ
め
に

日
本
中
世
社
会
を
め
ぐ
る
戦
後
歴
史
学
の
研
究
動
向
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
お
よ
そ
一
九
人
0
年
代
以
降
、
国
家
論
・
体
制
論
に
と
ら
わ

れ
な
い
多
様
な
議
論
が
展
開
し
て
い
る
。
政
治
史
中
心
の
歴
史
叙
述
が

止
揚
さ
れ
、
社
会
史
・
文
化
史
へ
の
転
換
が
模
索
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る。
こ
う
し
た
研
究
動
向
の
な
か
、
こ
こ
数
年
中
世
社
会
に
お
け
る
怨
霊

の
存
在
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
山
田
雄
司
氏
は
学
際
的

な
方
法
を
も
っ
て
中
世
社
会
最
大
の
怨
霊
i
崇
徳
院
怨
霊
の
鎮
魂
問
題

に
つ
い
て
綿
密
な
考
察
を
行
な
わ
れ
て
お
り
、
山
本
幸
司
氏
は
怨
霊
鎮

魂
の
場
と
し
て
の
鶴
岡
八
幡
宮
の
存
在
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

桜
井
英
治
氏
は
室
町
人
の
精
神
を
語
っ
て
ゆ
く
上
で
ま
ず
室
町
亭
を
訪

偉
う
怨
霊
に
着
目
さ
れ
て
お
り
、
清
水
克
行
氏
は
室
町
社
会
を
襲
っ
た

応
永
の
大
飢
鐘
の
裏
側
に
議
く
怨
霊
の
存
在
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。

李

世

淵

こ
の
よ
う
に
中
世
社
会
に
お
け
る
怨
霊
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る

が
、
怨
霊
鎮
魂
問
題
の
中
世
的
特
徴
へ
の
見
通
し
は
提
示
さ
れ
ず
に
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。
怨
霊
鎮
魂
問
題
を
綿
密
に
掘
り
下
げ
た
研
究
が

全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
あ
げ
た
研
究
の
ほ
か
に
も
、
た
と
え

ば
、
後
鳥
羽
院
怨
霊
・
後
醍
醐
天
皇
怨
霊
の
鎮
魂
問
題
や
、
安
田
寺
・

利
生
塔
の
設
定
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
優
れ
た
研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ

て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
は
一
つ
の
脈
絡
か
ら
把
握
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
分
節
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、

怨
霊
鎮
魂
の
主
体
を
特
定
し
、
そ
の
回
線
に
沿
っ
て
関
連
事
例
を
一
つ

一
つ
解
き
明
か
し
て
い
く
作
業
が
必
要
だ
ろ
う
。

本
論
文
は
、
こ
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
中
世
武
士
の
視
点
か
ら
怨

霊
鎮
魂
問
題
を
解
明
し
て
い
く
準
備
と
し
て
、
承
久
の
乱
直
後
怨
霊
鎮

魂
問
題
が
い
か
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

朝
廷
の
武
力
放
棄
宣
言
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
朝
廷
と
幕
府
が
正
面



か
ら
衝
突
し
た
承
久
の
乱
は
、
朝
廷
と
幕
府
の
力
関
係
を
決
定
づ
け
る

転
機
だ
っ
た
。
承
久
の
乱
に
よ
る
力
学
関
係
の
急
転
は
、
怨
霊
鎮
魂
問

題
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
。
本
論
文
で
は
、
そ

の
実
態
を
探
る
べ
く
、
ま
ず
怨
霊
鎮
魂
問
題
を
重
要
な
政
治
懸
案
と
位

置
づ
け
て
い
た
慈
円
の
願
文
を
検
討
し
、
次
い
で
高
野
山
金
剛
峯
寺
根

本
大
塔
の
修
造
問
題
を
と
り
あ
げ
、
最
後
に
都
市
鎌
倉
の
空
間
整
情
問

題
を
考
察
し
な
が
ら
鎌
倉
武
士
の
心
性
の
一
端
を
垣
間
見
て
み
た
い
。

慈
円
の
願
文
が
語
る
こ
と

三
人
の
上
皇
が
事
実
上
謀
反
人
と
し
て
流
さ
れ
る
な
ど
、
承
久
の
乱

に
よ
っ
て
生
じ
た
数
々
の
非
常
事
態
は
、
公
家
社
会
を
し
て
再
三
怨
霊

鎮
魂
問
題
に
目
を
向
け
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
寿
永
二

年
(
一
一
八
一
二
)
十
一
月
、
武
士
が
治
天
の
君
を
直
撃
し
た
未
曾
有
の

事
態

l
法
住
寺
合
戦
の
際
、
公
家
社
会
で
は
崇
徳
院
怨
霊
の
議
動
が
強

く
意
識
さ
品
川
、
そ
の
鎮
魂
が
丁
寧
に
試
み
ら
れ
た
柄
、
承
久
の
乱
に
際

し
で
も
何
ら
か
の
怨
霊
の
議
動
が
懸
念
さ
れ
、
そ
の
鎮
魂
が
試
み
ら
れ

た
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
、
本
節
で
は
、

承
久
の
乱
直
後
認
め
ら
れ
た
慈
円
の
願
丸
に
注
目
し
て
み
た
い
。

史
料
一
「
慈
円
願
文
」
(
『
鎌
倉
遺
文
』
三
O
三
八
号
)
】

金
剛
仏
子
久
し
う
大
願
を
発
し
、
齢
す
で
に
七
旬
な
り
。

(
中
略
)
、
愛
に
仏
子
、
知
名
の
歳
に
及
ぶ
の
後
、
前
座
主
た
る

の
問
、
重
ね
て
三
世
を
思
慮
し
て
、
無
二
の
大
願
を
発
し
、
上

皇
に
奏
し
執
柄
に
達
し
て
、
伽
藍
を
建
立
し
、
始
め
て
大
善
を

置
く
。
一
は
大
機
悔
の
道
場
、
(
中
略
)
、
こ
の
修
善
を
も
っ
て
、

一
向
怨
霊
・
雅
器
の
授
苦
に
資
し
、
国
土
安
穏
の
析
請
を
致
す
。

二
は
蟻
盛
光
の
壇
場
、
長
日
六
座
を
行
法
す
。
今
翰
・
仏
眼
・

薬
師
・
不
動
・
蟻
盛
光
・
法
華
是
れ
也
。
(
中
略
)
、
そ
も
そ
も

上
皇
例
に
任
せ
て
御
願
寺
を
建
立
せ
ら
る
ベ
し
、
し
か
る
に
今

そ
の
地
無
し
と
云
々
。
の
っ
て
白
河
旧
房
師
跡
の
地
を
も
っ
て

院
庁
に
進
ら
せ
、
則
ち
建
立
供
養
し
、
叡
慮
が
如
く
遂
げ
ら
れ

早
く
畢
ぬ
。
十
五
箇
年
を
経
る
の
後
、
忽
ち
ま
た
破
ら
れ
他
所

に
渡
し
了
ぬ
。
(
中
略
)
、
仏
子
、
道
場
を
他
処
に
渡
し
、
広
大

の
奥
隆
を
企
つ
る
も
、
そ
の
大
成
就
院
堂
舎
、
炎
上
し
忽
ち
詑

ぬ
。
す
な
は
ち
そ
の
年
ま
た
造
営
す
る
も
、
四
・
五
年
の
後
、

承
久
二
年
ま
た
炎
上
し
詑
ぬ
。
同
一
一
一
年
こ
の
天
下
大
事
あ
り
て
、

六
月
東
将
洛
中
に
打
ち
入
る
る
の
後
、
一
向
ま
た
数
座
の
行
法

退
転
す
。
(
中
略
)
、
元
久
元
年
三
月
八
日
を
も
っ
て
、
始
め
て

上
件
の
行
法
ら
を
修
し
た
る
の
後
、
去
年
に
至
る
ま
で
す
で
に

十
八
箇
年
也
。
(
中
略
)
、
こ
れ
よ
り
仏
子
、
更
に
ま
た
法
の
冥

加
を
恵
み
、
仏
の
機
感
に
帰
り
て
、
師
跡
の
勝
地
最
勝
四
天
王

院
旧
跡
に
属
し
て
、
三
箇
の
道
場
を
建
立
し
、
数
座
の
行
法
を

始
め
ん
と
欲
す
。
(
中
略
)
、

時
に
貞
応
元
年
十
二
月
日
仏
前
に
啓
白
す
。
祈
請
の
始
終
、

ウ
&



冥
感
の
首
尾
を
知
ら
ん
が
た
め
也
。

重
ね
て
請
ふ
。
こ
れ
を
案
ず
る
に
、
今
の
将
軍
若
君
は
、
す
な

は
ち
前
摂
政
殿
下
の
賢
息
、
外
祖
は
前
太
政
大
臣
也
。
(
中
略
)
、

末
代
の
治
園
、
道
理
の
至
極
也
。
の
っ
て
武
家
の
息
災
安
穏
、

禍
を
転
じ
て
福
と
成
す
は
、
王
法
の
本
意
、
利
生
の
素
懐
也
。

次
に
こ
の
大
成
就
院
勤
行
は
、
一
向
将
軍
御
祈
と
し
て
、
件
ら

の
顕
密
甚
深
法
を
奥
行
せ
ん
と
欲
す
る
也
。
若
し
晶
知
れ
ば
、
今

更
殊
に
件
ら
の
行
法
を
も
っ
て
山
洛
に
分
ち
置
き
、
懇
念
を
抽

で
て
慨
怠
な
き
の
条
、
将
軍
御
扶
佐
の
人
々
、
二
品
禅
尼
御
同

心
し
、
尤
も
口
処
分
し
て
そ
の
実
を
成
す
べ
き
も
の
也
。
将
軍

御
祈
は
、
惣
じ
て
も
っ
て
武
士
ら
の
祈
祷
也
。
そ
の
う
ち
二
品

御
沙
汰
と
し
て
、
具
に
人
々
に
仰
せ
合
は
せ
て
、
こ
の
大
成
就

院
蟻
盛
光
法
ら
を
も
っ
て
、
将
軍
御
祈
弁
ぴ
に
公
家
御
祈
願
と

な
す
べ
き
の
由
、
仰
せ
下
さ
る
べ
き
也
。
(
中
略
)
、
か
く
の
ご

と
き
の
道
理
、
争
か
そ
の
沙
汰
無
か
ら
ん
や
。
の
っ
て
恐
れ
な

が
ら
計
ひ
申
す
と
こ
ろ
也
。
新
法
皇
御
早
世
し
、
義
時
朝
臣
頓

減
す
。
大
乱
勝
負
の
後
、
冥
衆
の
擁
護
に
よ
っ
て
、
天
下
違
乱

無
し
と
難
も
、
祈
請
の
遅
引
に
よ
っ
て
、
主
人
若
し
く
は
衰
患

あ
る
か
。
凡
そ
道
理
の
露
顕
す
る
と
こ
ろ
、
更
に
も
っ
て
疑
殆

あ
る
べ
か
ら
ざ
る
か
。

史
料
一
に
よ
れ
ば
、
慈
円
は
元
久
元
年
三
二
O
四
)
以
来
、
怨
霊

鎮
魂
の
道
場
な
ど
を
備
え
る
大
成
就
院
を
建
立
し
て
行
法
を
行
っ
て
き

た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
道
程
は
必
ず
し
も
平
坦
で
は
な
か
っ
た
。
大
成

就
院
は
最
初
白
河
旧
房
師
跡
の
地
に
あ
っ
た
が
、
こ
こ
が
後
鳥
羽
院
御

願
寺
(
最
勝
四
天
王
院
)
の
敷
地
と
定
め
ら
れ
、
大
成
就
院
は
移
転
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
移
転
先
で
大
成
就
院
は
焼
失
を
繰
り
返
し
、
さ
ら

に
承
久
の
乱
に
よ
っ
て
そ
の
行
法
は
退
転
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、

慈
円
は
貞
応
元
年
(
一
二
一
一
二
)
大
成
就
院
の
さ
ら
な
る
奥
行
を
試
み

た。
こ
こ
ま
で
が
前
半
部
で
あ
り
、
「
重
ね
て
請
ふ
」
か
ら
始
ま
る
後
半

部
は
、
そ
の
こ

1
三
年
後
書
き
綴
ら
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
こ
の
後
半
部
に
「
義
時
朝
臣
頓
減
す
」
と
、
元
仁
元
年
(
一
二

二
四
)
六
月
十
三
日
に
死
ん
だ
義
時
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
慈
円
は
嘉
禄
元
年
(
一
二
二
五
)
九
月
廿
五
日
に
死
ん
で
い
る

か
ら
、
願
文
の
後
半
部
は
、
元
仁
元
年
(
一
二
二
四
)
六
月
1
嘉
禄
元

年
(
一
二
二
五
)
九
月
の
一
年
余
り
の
聞
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
と
な
る
。

さ
て
、
慈
円
は
、
願
文
の
後
半
部
で
次
の
よ
う
に
語
る
。
前
摂
政
九

条
道
家
の
子
息
で
、
前
太
政
大
臣
西
国
寺
公
経
の
外
孫
で
あ
る
頼
経
が

鎌
倉
へ
下
向
し
将
軍
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
末
代
の
道
理
で
あ
ム
。

燐
盛
光
法
な
ど
大
成
就
院
に
お
け
る
行
法
は
、
「
将
軍
御
祈
」
と
し
て
、

北
条
政
子
以
下
幕
府
の
人
々
が
沙
汰
す
べ
き
で
あ
る
。
承
久
の
乱
以
降

冥
衆
の
擁
護
に
よ
っ
て
平
穏
な
時
期
を
迎
え
た
が
、
祈
願
の
遅
引
に
よ

っ
て
「
主
人
」
が
衰
患
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
、

ι。
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こ
こ
で
ま
ず
目
を
ひ
く
の
は
、
慈
円
が
蟻
盛
光
法
を
将
軍
・
公
家
共

同
の
祈
願
と
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
蟻
盛
光
法

は
、
九
世
紀
半
ば
真
言
宗
に
対
抗
し
う
る
教
判
を
求
め
て
渡
唐
し
た
円

仁
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
修
法
で
、
天
皇
の
本
命
星
(
北
極
星
)
に

祈
祷
し
、
天
皇
の
息
災
延
命
を
祈
願
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
七

仏
薬
師
法
・
普
賢
延
命
法
・
安
鎮
法
と
と
も
に
山
門
の
四
大
大
法
の
一

つ
と
し
て
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
修
法
を

公
武
共
同
の
祈
願
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
慈
円
の
認
識
は
過
激
と
も

い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
慈
円
の
認
識
は
、
も
は
や

朝
廷
と
幕
府
は
運
命
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
彼
な
り
の
見
通
し
に
基
づ

く
も
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
い
ま
ひ
と
つ
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
一
連
の
行

法
を
沙
汰
す
べ
き
主
体
と
し
て
慈
円
が
目
し
て
い
る
の
が
、
朝
廷
で
は

な
く
政
子
以
下
幕
府
側
で
あ
る
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
慈
円
は
、
幕
府

の
力
が
朝
廷
を
圧
倒
し
、
さ
ら
に
甥
の
九
条
道
家
が
失
脚
し
た
現
実
を

う
け
、
大
成
就
院
奥
行
実
現
の
期
待
を
幕
府
側
へ
託
そ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
、
っ
。

こ
の
よ
う
に
、
元
仁
元
年
(
一
二
二
四
)
あ
る
い
は
嘉
禄
元
年
(
一

二
二
五
)
、
慈
円
は
朝
廷
と
幕
府
を
運
命
共
同
体
と
把
握
し
、
幕
府
に

よ
る
大
成
就
院
興
行
の
実
践
を
祈
願
し
た
の
で
あ
る
が
、
慈
円
が
こ
の

時
期
に
い
た
っ
て
大
成
就
院
の
更
な
る
奥
行
を
祈
願
し
た
の
は
な
ぜ

か
。
そ
れ
は
、
慈
円
が
、
後
高
倉
院
・
義
時
の
頓
死
か
ら
た
だ
な
ら
ぬ

冥
衆
の
働
き
を
感
じ
取
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
慈
円
は
承
久

の
乱
で
発
生
し
た
怨
霊
の
議
動
を
懸
念
し
、
そ
の
鎮
魂
を
幕
府
主
導
で

行
う
こ
と
を
祈
願
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

幕
府
が
貞
応
二
年
(
一
二
二
一
二
)
四
月
八
日
備
中
国
大
井
庄
を
頼
経

祈
祷
料
と
し
て
慈
円
に
寄
進
し
て
い
る
こ

ιを
考
え
れ
ば
、
元
仁
元
年

(
一
二
二
四
)
1
嘉
禄
元
年
(
一
二
二
五
)
頃
幕
府
に
よ
る
さ
ら
な
る

寄
進
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
、
公
家
社
会
の
要
望
に

よ
る
幕
府
の
怨
霊
鎮
魂
行
事
沙
汰
、
と
い
う
風
景
が
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
だ
明
確
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、

こ
の
風
景
を
確
か
め
る
べ
く
、
貞
応
元
年
(
一
一
一
一
一
一
一
)
金
剛
峯
寺
根

本
大
塔
修
造
の
勧
進
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
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金
剛
峯
寺
根
本
大
塔
の
修
造

貞
応
元
年
(
一
二
二
二
)
四
月
、
障
心
院
流
を
汲
む
遍
照
光
院
住
持

良
印
刷
が
、
金
剛
峯
寺
根
本
大
塔
修
造
の
勧
進
許
可
を
朝
廷
に
求
め
て
き

た。

史
料
二
「
太
政
官
符
」
(
『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
五
九
号
)

太
政
官
符
南
海
道
諸
国
司

応
に
伝
灯
大
法
師
位
良
印
を
し
て
国
内
を
勧
進
し
紀
伊
国
高

野
山
大
塔
を
修
造
せ
し
む
べ
き
こ
と

右
、
良
印
去
月
十
二
日
奏
状
を
得
る
に
俗
く
、
謹
ん
で
旧
貫
を



考
ふ
る
に
、
大
塔
は
弘
法
大
師
草
創
の
基
跡
也
。
(
中
略
)
、
延

喜
年
中
国
司
収
公
し
、
故
に
明
神
崇
り
を
成
し
、
忽
ち
玉
体
の

不
予
に
及
ぶ
。
寛
弘
の
比
、
寺
領
牢
龍
し
‘
故
に
天
下
静
か
な

ら
ず
。
(
中
略
)
、
よ
っ
て
二
代
と
も
に
官
符
を
下
し
、
も
と
の

ご
と
く
寺
領
に
直
し
改
む
。
か
の
時
ま
た
成
功
に
付
し
、
彼
の

塔
を
修
造
せ
ら
る
る
に
よ
っ
て
、
国
土
安
穏
し
人
民
豊
楽
す
。

(
中
略
)
、
早
く
二
代
の
佳
例
に
任
せ
て
、
宜
し
く
成
功
に
・
甲
し

付
く
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
国
家
の
大
営
少
な
か
ら
ず
し
て
、
人

民
の
勤
役
隙
な
し
。
た
だ
腕
心
の
弘
願
を
発
し
、
檀
那
の
施
与

を
勧
め
ん
と
欲
す
。
(
中
略
)
、
従
二
位
行
権
中
納
言
源
朝
臣
通

方
宣
す
。
勅
を
奉
る
に
、
京
畿
七
道
を
勧
進
し
、
宜
し
く
修

造
せ
し
む
べ
し
て
へ
れ
ば
。
諸
国
承
知
し
、
宣
に
よ
っ
て
こ
れ

を
行
へ
。
符
到
ら
ば
奉
行
せ
よ
。

(
中
略
)

貞
応
元
年
五
月
十
二
日

こ
の
太
政
官
符
に
引
用
さ
れ
て
い
る
良
印
の
奏
状
に
よ
れ
ば
、
良
印

は
と
く
に
延
喜
・
寛
弘
年
間
(
九
O
一
1
九
二
三
・
一

O
O
四
1
一
O

一
二
)
の
例
に
倣
っ
て
金
剛
峯
寺
根
本
大
塔
を
修
造
す
べ
き
で
あ
る
と

し
、
そ
の
方
法
と
し
て
成
功
で
は
な
く
、
勧
進
を
採
択
す
べ
き
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
良
印
の
主
張
に
対
し
、
五
月
十
二
日
太
政
官

符
が
下
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
史
料
二
は
、
お
そ
ら
く
京
畿
七
道
に
下
さ

れ
た
複
数
の
太
政
官
符
の
う
ち
、
南
海
道
諸
国
へ
下
さ
れ
た
も
の
だ
ろ

、q
J

。こ
う
し
て
朝
廷
の
許
可
を
手
に
入
れ
た
良
印
は
、
諸
方
面
で
勧
進
活

動
を
行
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
と
く
に
『
高
野
春
秋
』
巻
第
八
・
貞
応

二
年
二
月
払
に
は
、
「
良
印
上
人
[
遍
照
光
院
住
持
な
り
]
、
久
し
う
佃

ろ
に
鎌
倉
に
訴
ふ
る
な
り
」
「
偏
へ
に
身
命
を
祖
師
に
委
ね
て
、
京
都

及
び
鎌
倉
に
奏
請
し
奉
る
な
り
[
(
中
略
)
、
よ
っ
て
伝
奏
に
訴
へ
、
執

権
に
願
ひ
、
奏
し
て
五
畿
七
道
貴
賎
諸
人
大
勧
進
の
宣
旨
な
ら
び
に
奉

書
を
下
し
給
る
。
而
し
て
諸
州
百
家
を
順
廻
し
、
成
風
の
大
功
を
終
へ

を
は
ん
ぬ
]
」
と
み
え
、
良
印
が
幕
府
側
に
も
積
極
的
に
働
き
か
け
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
実
際
、
幕
府
は
根
本
大
塔
修
造
に
全
面
協
力
し

た。

z
J
 

史
料
三
「
北
条
義
時
下
知
状
」
(
『
鎌
倉
遺
文
』
三
O
O
一
号
)

紀
伊
国
高
野
山
内
大
塔
修
造
の
こ
と
、
勧
進
上
人
良
印
、
官
符

を
申
し
賜
る
と
こ
ろ
也
。
子
細
、
状
に
載
る
。
五
畿
七
道
の
問
、

将
軍
家
の
家
人
・
地
頭
・
住
人
ら
の
中
、
有
情
の
輩
、
お
の
お

の
堪
ゆ
る
に
随
ひ
て
奉
加
す
べ
き
の
状
、
仰
せ
に
よ
っ
て
下
、

件
の
ご
と
し
。

貞
応
元
年
九
月
廿
五
日

前
陸
奥
守
平
(
花
押
)



史
料
四
「
関
東
御
教
書
案
」
(
『
鎌
倉
遺
文
』
三
O
五
二
号
)

高
野
山
大
塔
五
畿
七
道
勧
進
を
致
し
造
立
す
べ
き
の
旨
、
良
印

上
人
抑
せ
付
け
ら
れ
畢
ぬ
。
大
衆
合
力
し
、
早
速
成
風
の
功
を

遂
ぐ
べ
し
て
へ
れ
ば
。
新
寄
進
と
し
て
泉
州
池
田
郷
、
こ
れ
を

遣
す
。
全
く
寺
納
と
す
べ
し
。
弥
う
国
家
快
楽
の
丹
誠
を
抽
づ

べ
き
も
の
也
、
の
っ
て
執
達
件
の
ご
と
し
。

貞
応
二
年
二
月
十
六
日

前
陸
奥
守

史
料
三
・
四
に
よ
れ
ば
、
「
前
陸
奥
守
(
平
)
」

H
北
条
義
時
は
史
料

二
の
太
政
宮
符
に
基
づ
き
、
北
条
政
子
の
仰
せ
を
承
っ
て
五
畿
七
道
の

将
軍
家
人
・
地
頭
・
住
人
に
奉
加
を
勧
め
た
り
、
和
泉
国
池
田
郷
を
寄

進
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
良
印
の
勧
進
活
動
が
幕
府
だ
け

に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、
承
久
の
乱
直
後
朝
廷
に

勧
進
を
支
え
る
だ
け
の
実
行
力
が
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ

弘
。
史
料
三
・
四
に
「
五
畿
七
道
」
と
い
う
表
現
が
繰
り
返
し
登
場
し

て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
幕
府
が
全
国
に
及
ぶ
良
印
の
勧
進
活
動
を

大
き
く
支
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
府
の
協
力
の
も
と
、
根
本
大

塔
は
、
暦
仁
元
年
(
一
二
三
八
)
落
慶
供
養
さ
れ
ム
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
良
印
が
幕
府
に
積
極
的
に
働
き
か
け
た
こ
と
に
つ

い
て
述
べ
た
が
、
そ
れ
で
は
良
印
が
幕
府
側
に
持
ち
か
け
た
勧
進
の
論

理
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
直
接
的
に
窺
わ
せ
る
史
料
は
な
い
が
、

良
印
が
幕
府
と
接
触
す
る
に
あ
た
っ
て
、
史
料
二
に
み
え
る
論
理
を
持

ち
か
け
た
と
は
思
え
な
い
。
延
喜
・
寛
弘
の
先
例
な
ど
、
幕
府
に
は
無

縁
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
良
印
が
幕
府
の
支
援
を
誘
う
手
っ
取
り
早
い

方
法
は
、
自
分
の
勧
進
活
動
が
、
当
時
幕
府
が
抱
え
込
ん
で
い
る
懸
案

に
直
結
す
る
と
訴
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
視
点
か
ら
貞
応
元
年
(
一
一
一
一
一
一
一
)
頃
の
幕
府
の
燦
棄
を
考
え

て
み
る
と
、
承
久
の
乱
に
よ
っ
て
生
じ
た
怨
霊
の
鎮
魂
問
題
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
承
久
の
乱
直
後
六
波
羅
探
題
の
北
条
泰

時
は
怨
霊
鎮
魂
施
設
「
廿
日
堂
」
を
京
都
に
建
て
て
お
弘
、
後
述
す
る

よ
う
に
、
幕
府
は
元
仁
元
年
(
一
二
二
四
)
以
降
怨
霊
の
議
動
が
懸
念

さ
れ
る
鎌
倉
外
郭
の
処
刑
・
長
首
・
首
実
検
の
場
を
霊
所
職
・
祭
の
施

行
場
所
と
し
て
整
備
し
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、
良
印
が
思
い
つ
い
た
の
が
、
鍍
阿
の
要

請
に
よ
る
後
白
河
院
の
根
本
大
塔
へ
の
寄
進
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
以
下
、
関
連
史
料
を
掲
げ
て
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。
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史
料
五
「
後
白
河
院
庁
下
文
」
(
『
鎌
倉
遺
文
』

院
庁
下
す
情
後
国
在
庁
官
人
等

早
く
当
国
大
田
庄
を
以
っ
て
金
剛
峯
寺
根
本
大
塔
領
と
し
、

長
日
不
断
金
剛
胎
蔵
両
部
大
法
用
途
料
に
充
つ
べ
き
こ
と

右
、
彼
の
寺
沙
門
銀
阿
今
月
一
一
一
日
解
状
を
得
る
に
儒
く
、
謹
ん

で
案
内
を
検
ず
る
に
、
当
寺
は
秘
蜜
上
乗
興
隆
の
仁
綱
、
弘
法

大
師
入
定
の
古
廟
也
。
(
中
略
)
、
然
る
の
問
、
近
年
以
降
、
逆

一

O
一
回
す
)



乱
か
た
が
た
起
こ
り
、
華
夷
閑
か
な
ら
ず
。
存
者
朝
朝
暮
暮
怖

畏
を
抱
き
、
亡
者
生
生
世
世
苦
果
を
招
く
。
こ
れ
を
聞
き
こ
れ

を
恩
ふ
に
、
魂
を
焦
し
肝
を
焦
す
。
更
に
何
の
計
を
以
っ
て
対

治
す
べ
し
。
ま
た
何
の
縁
を
以
っ
て
引
導
す
べ
し
。
つ
ら
つ
ら

利
益
の
甚
深
を
憶
ふ
に
、
蜜
教
の
功
力
に
知
か
ず
。
蜜
数
諸
行

の
中
、
大
日
を
以
っ
て
最
尊
と
す
。
こ
れ
よ
り
当
山
根
本
大
塔

に
お
い
て
、
昼
夜
不
断
に
金
剛
胎
蔵
両
界
供
養
法
を
勤
修
す
べ

き
也
。
(
中
略
)
、
申
請
に
任
せ
て
、
彼
の
庄
所
当
を
以
っ
て
、

長
日
不
断
金
剛
胎
蔵
両
部
大
法
用
途
に
充
て
ん
が
た
め
、
永
く

根
本
大
塔
領
に
寄
せ
置
か
る
る
と
こ
ろ
也
。
未
来
の
際
に
至
る

迄
、
更
に
牢
寵
を
致
す
こ
と
勿
れ
。
在
庁
官
人
弁
ぴ
に
庄
宜
し

く
承
知
す
べ
し
。
件
に
依
り
こ
れ
を
用
へ
。
敢
へ
て
違
失
す
べ

か
ら
ず
。
故
に
下
す
。

文
治
二
年
五
月

日

(
下
略
)
。

史
料
六
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
七
月
廿
四
日
条

廿
四
日
己
亥
、
仙
洞
御
願
と
し
て
、
平
家
怨
霊
を
宥
め
ら
れ
ん

が
た
め
、
高
野
山
に
お
い
て
大
塔
を
建
立
せ
ら
れ
、
去
る
五
月

一
日
よ
り
厳
密
御
仏
事
を
行
は
る
。
而
し
て
供
料
所
、
備
後
国

太
田
庄
を
以
っ
て
御
手
印
を
加
へ
、
今
日
寄
せ
奉
ら
る
る
と
こ

ろ
也
。
但
し
土
肥
弥
太
郎
妨
げ
を
成
す
の
由
、
其
の
訴
へ
出
来

す
る
に
依
っ
て
、
殊
に
仰
せ
下
さ
る
る
の
問
、
早
く
庄
家
よ
り

退
出
す
べ
き
の
旨
、
今
日
二
品
こ
れ
を
下
知
せ
し
め
給
ふ
と

一玄々
。

高
野
山
金
剛
峯
寺
根
本
大
塔
長
日
不
断
金
剛
胎
蔵
両
部
大
込
は
、
鍍

阿
が
寿
永
年
間
(
一
一
八
二

1
一
一
八
四
)
か
ら
後
白
河
院
の
支
援
を

え
て
行
っ
て
き
た
が
、
当
初
そ
れ
は
内
乱
終
息
を
祈
願
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
文
治
元
年
(
一
一
八
五
)
平
氏
の
滅
亡

を
う
け
て
変
容
し
た
ら
し
く
、
文
治
二
年
(
一
一
八
六
)
四
月
廿
二
日
、

つ
ま
り
史
料
五
の
「
院
庁
下
文
」
が
発
給
さ
れ
る
前
月
に
下
さ
れ
た

「
後
白
河
院
宣
」
の
写
い
に
は
、
「
平
家
一
類
滅
亡
せ
し
む
る
の
処
、
自

己
逆
心
が
た
め
と
難
も
、
且
つ
は
遺
恨
を
含
む
か
。
其
の
怨
霊
を
宥
め

ん
が
た
め
、
高
野
山
に
お
い
て
、
御
弔
の
法
事
、
執
行
せ
し
む
べ
し
」

と
い
う
、
後
白
河
院
の
肉
声
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
怨
霊
鎮

魂
行
事
へ
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
史
料
五
も
そ
の
趣
旨
は

変
わ
る
ま
い
。
鍵
阿
は
存
者
の
怖
畏
、
亡
者
の
苦
果
を
救
う
べ
く
、
怨

霊
鎮
魂
行
事
を
施
行
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
後
白
河
院
は
鍍
阿

の
要
請
を
受
け
入
れ
大
田
庄
を
寄
進
し
た
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
史
料

六
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
史
料
六
か
ら
は
、
根
本
大
塔
に
お
け

る
仏
事
の
目
的
が
平
氏
怨
霊
の
鎮
魂
に
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
で

き
る
。
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要
す
る
に
、
文
治
年
間
(
一
一
八
五

1
一
一
九
O
)
金
剛
峯
寺
根
本

大
塔
に
は
怨
霊
鎮
魂
の
場
と
し
て
の
機
能
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
良



印
が
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
む
し
ろ
、
良
印
は
貞

応
元
年
(
二
一
一
一
一
一
)
の
状
況
を
積
極
的
に
文
治
二
年
(
一
一
八
六
)

の
そ
れ
に
重
な
り
合
わ
せ
、
怨
霊
鎮
魂
の
論
理
を
も
っ
て
幕
府
側
に
働

き
か
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
貞
応
元
年
(
一
一
一
一
一
一
一
)
以
降
幕
府
の
全
面
協
力
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
根
本
大
塔
興
行
の
背
景
に
は
、
幕
府
を
動
か
し
う
る

論
理
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
く
怨
霊
鎮
魂
の
論
理
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
推
測
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
、
公

家
社
会
の
要
望
に
よ
る
幕
府
の
怨
霊
鎮
魂
行
事
沙
汰
、
と
い
う
風
景
も

明
確
に
み
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
承
久
の
乱
後
に
お
け
る
幕
府
の
位
相
の

変
化
と
い
う
事
態
は
、
怨
霊
鎮
魂
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
着
実
に
進
ん
で

い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
承
久
の
乱
を
転
機
に
高
野
山
ま
で
上
り
詰
め
た
鎌
倉
武

士
た
ち
は
、
自
分
の
境
遇
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
幕
府
の
影
響
力
が
拡
大
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
お
祭
り
騒
ぎ
の

日
々
を
送
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
を
考
え
る
た
め
、
次
に

嘉
禄
元
年
(
一
二
二
五
)
鎌
倉
の
一
境
域
で
行
わ
れ
た
八
万
四
千
基
塔

の
供
養
に
注
目
し
て
み
た
い
。

怨
霊
の
鎮
魂
と
都
市
鎌
倉
の
空
間
整
備

ま
ず
、
関
連
史
料
を
み
て
み
よ
う
。

史
料
七
『
吾
妻
鏡
』
嘉
禄
元
年
九
月
八
日
条

八
日
丙
寅
、
多
胡
江
河
原
に
お
い
て
、
八
万
四
千
基
石
塔
を
立

て
ん
が
た
め
、
弁
僧
正
、
門
弟
ら
こ
れ
を
相
具
す
。
武
州
・
駿

州
・
三
浦
駿
河
前
司
以
下
行
き
向
は
れ
、
沙
汰
せ
ら
る
と
云
々
。

史
料
七
に
よ
れ
ば
、
嘉
禄
元
年
(
一
二
二
五
)
九
月
八
日
「
武

州」

H
北
条
泰
時
、
「
駿
州
」

H
北
条
重
時
、
「
三
浦
駿
河
前
司
」

H

三

浦
義
村
は
、
八
万
四
千
基
塔
を
立
て
る
た
め
、
多
胡
江
(
回
越
)
河
原

へ
向
か
っ
た
。
当
時
八
万
四
千
基
塔
の
供
養
に
は
怨
霊
鎮
魂
の
機
能
が

期
待
さ
れ
て
い
た
柄
、
回
越
河
原
(
現
逗
子
市
所
在
)
は
、
か
つ
て
平

惟
盛
の
子
息
六
代
御
前
が
処
刑
さ
れ
た
場
所
で
あ
れ
刀
、
ま
た
承
久
の
乱

で
京
方
に
つ
い
た
三
浦
胤
義
の
子
供
た
ち
が
伯
父
の
義
村
に
斬
ら
れ
た

場
所
だ
か
ら
、
怨
霊
鎮
魂
を
目
的
と
す
る
石
塔
供
養
の
場
所
と
し
て
は

適
切
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
上
記
史
料
に
当
時
鎌
倉
仏
教
界
の
最
高
権
威
だ
っ
た
弁

僧
正
定
義
の
名
が
み
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
執
権
泰
時
・
小
侍
別
当
重

時
・
三
浦
氏
の
惣
領
義
村
な
ど
幕
府
の
要
人
た
ち
が
揃
っ
て
臨
席
し
て

い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
供
養
行
事
に
は
た
だ
な
ら
ぬ
意
味
が
込

め
ら
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
年
六
月
に
大
江
広
元
が
、
七
月
に

北
条
政
子
が
相
次
い
で
死
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
怨
霊
の
跳
梁
は
、

と
く
に
怨
霊
発
生
の
責
任
者
や
そ
の
親
縁
者
の
頓
死
を
き
っ
か
け
に
深
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刻
に
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
当
該
怨
霊
を
慰
め
る
べ

く
新
た
な
鎮
魂
施
設
が
建
て
ら
れ
た
り
、
鎮
魂
行
事
が
行
わ
れ
る
。
こ

の
理
屈
か
ら
す
れ
ば
、
承
久
の
乱
を
大
き
く
支
え
た
広
元
・
政
子
の
相

次
ぐ
死
去
が
、
幕
府
の
人
々
を
し
て
怨
霊
の
跳
梁
を
想
い
起
こ
さ
せ
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
嘉
禄
元
年
(
一
二
二
五
)
に
お
け
る
八
万
四
千
基
塔

の
供
養
は
、
承
久
の
乱
に
よ
っ
て
発
生
し
た
怨
霊
の
爪
あ
と
を
受
け
て

行
わ
れ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
供
養
場
所
の
田
越
河
原
で
は

寛
喜
二
年
(
一
二
三
O
)
霊
所
械
が
行
わ
れ
て
い
私
。

霊
所
職
、
つ
ま
り
七
瀬
被
と
は
、
本
来
天
皇
の
身
体
に
収
触
す
る
平

安
京
の
清
浄
を
維
持
す
る
た
め
に
、
平
安
京
の
境
界
に
立
つ
七
ケ
所
の

河
原
で
行
わ
れ
る
械
の
こ
と
で
あ
ム
。
載
の
行
わ
れ
た
場
所
は
、
『
拾

芥
抄
』
『
河
海
抄
』
な
ど
か
ら
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
作
法
は
『
禁

秘
抄
』
に
詳
ら
か
で
あ
る
。
鎌
倉
で
は
承
久
元
年
(
一
二
一
九
)
三
寅

(
後
の
九
条
頼
経
)
の
下
向
を
う
け
て
初
め
て
行
わ
れ
た
杭
、
と
く
に

「
関
東
初
例
」
と
称
さ
れ
た
元
仁
元
年
(
一
二
二
四
)
の
施
行
以
降
本

格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
九
。

と
こ
ろ
で
、
元
仁
元
年
(
一
二
二
四
)
七
瀬
械
が
行
わ
れ
た
場
所
と

し
て
は
、
由
比
浜
・
金
洗
沢
池
・
固
瀬
河
・
六
連
・
狛
河
・
社
一
戸
・
江

島
龍
穴
が
あ
が
っ
て
お
り
、
田
越
河
原
の
名
は
み
え
な
い
。
お
そ
ら
く
、

田
越
河
原
は
、
元
仁
元
年
(
一
二
二
四
)
i
寛
喜
二
年
(
一
二
三
O
)

の
問
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
新
た
に
載
の
場
所
と
し
て
加
え
ら
れ

た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
問
題
と
関
連
し
て
注
目
し
た
い
の
が
、
蹴
の
場
H
祭
の
場
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
載
が
内
側
の
穣
を
外
側
に
放
り
出
す
の
に
対
し
、
祭

は
外
側
の
邪
気
が
内
側
へ
侵
入
す
る
の
を
防
ぐ
役
割
を
果
た
す
。
鎌
倉

で
も
霊
所
職
と
と
も
に
霊
所
祭
が
行
わ
れ
て
い
る
杭
、
こ
の
祭
に
よ
っ

て
鎌
倉
へ
の
侵
入
が
阻
ま
れ
る
邪
気
に
は
当
然
怨
霊
も
含
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
祭
の
機
能
を
踏
ま
え
て
、
上
記
し
た
霊
所
械
の
施
行
場

所
を
見
つ
め
て
み
れ
ば
、
そ
の
大
半
が
処
刑
・
桑
首
・
首
実
検
の
場
と

H
 

し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
、
①
由
比
浜
の
場
合
、

義
経
と
静
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
が
捨
て
ら
九
、
和
間
合
戦
後
義
盛
以
下

の
首
実
検
が
行
わ
品
川
、
承
久
の
乱
の
際
右
馬
允
明
長
が
斬
首
さ
れ
よ
う

と
し
た
場
所
で
あ
ム
。
さ
ら
に
、
日
蓮
の
記
し
た
『
撰
時
抄
』
に
は

「
建
長
寺
・
寿
福
寺
・
極
楽
寺
・
大
仏
・
長
楽
寺
等
の
一
切
の
念
仏

者
・
禅
僧
等
が
寺
塔
を
ぱ
や
き
は
ら
い
て
、
彼
等
が
頚
を
ゆ
ひ
の
は
ま

に
で
切
ら
ず
は
、
日
本
国
必
ず
ほ
ろ
ぶ
べ
し
と
申
候
了
」
と
み
え
る
。

②
金
洗
沢
の
場
合
、
承
久
の
乱
の
際
源
光
行
が
斬
首
さ
れ
よ
う
と
い
、

謀
叛
を
起
こ
し
た
若
宮
禅
師
公
暁
の
首
が
長
首
さ
れ
た
場
所
で
あ
私
。

③
固
瀬
河
の
場
合
、
治
承
・
寿
永
の
内
乱
期
に
大
庭
景
親
・
左
中
太
常

澄
が
長
首
さ
ね
、
和
田
合
戦
後
に
和
田
常
盛
・
横
山
時
兼
ら
二
三
四
人

の
首
が
暴
首
さ
れ
た
場
所
で
あ
弘
。
④
六
浦
の
場
合
、
上
総
五
郎
兵
衛

酎
忠
光
が
長
首
さ
れ
た
場
所
で
あ
私
。

こ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
に
お
け
る
霊
所
載
・
祭
の
場
は
、
大
体
処
刑
・
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泉
首
・
首
実
検
の
場
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
ま

っ
た
く
の
偶
然
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
由
比
浜
・
金
洗

沢
・
固
瀬
河
・
六
浦
な
ど
は
怨
霊
の
挑
梁
が
燃
本
心
さ
れ
る
場
所
と
し
て

認
識
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
霊
所
職
・
祭
の
場
所
と
し
て
編
成
さ
れ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

鎌
倉
に
お
け
る
霊
所
械
・
祭
の
施
行
場
所
の
編
成
原
理
を
こ
の
よ
う

に
捉
え
れ
ば
、
寛
喜
二
年
(
一
二
三
O
)
田
越
河
原
が
七
瀬
載
の
場
所

と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
も
理
解
し
や
す
い
。
つ
ま
り
、
嘉
禄
元
年

(
一
二
二
五
)
、
承
久
の
乱
を
大
き
く
支
え
た
広
元
・
政
子
の
相
次
ぐ
死

去
を
、
つ
け
て
八
万
四
千
基
塔
が
供
養
さ
れ
る
な
か
、
回
越
河
原
は
改
め

て
怨
霊
挑
梁
の
予
想
さ
れ
る
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
結
果
新
た

に
霊
所
載
・
祭
の
場
所
と
し
て
編
成
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
承
久
の
乱
は
都
市
鎌
倉
の
空
間
整
備
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
が
、
こ
の
一
連
の
経
緯
は
承
久
の
乱
後
に
お
け
る
鎌
倉
武
士
た

ち
の
心
性
の
一
端
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
承
久
の
乱

後
鎌
倉
武
士
た
ち
は
、
朝
廷
と
の
戦
い
で
勝
利
し
た
と
い
う
こ
と
で
ひ

た
す
ら
喜
ん
で
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
承
久
の
乱

に
よ
っ
て
生
じ
た
怨
霊
の
標
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
い
つ

何
処
か
ら
差
し
向
か
っ
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
怨
霊
の
存
在
を
常
に
意

識
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
襲
い
掛
か
っ
て
く

る
怨
霊
の
脅
威
か
ら
鎌
倉
を
守
る
た
め
に
は
、
怨
霊
の
浸
透
ル

l
ト
を

固
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
元
仁
元
年
(
一
二
二
四
)
以
降
回
越
河
原

な
ど
霊
所
誠
・
祭
の
施
行
場
所
の
整
備
は
、
こ
の
脈
絡
か
ら
理
解
で
き

レ
品

λ
j
o

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
怨
霊
鎮
魂
問
題
は
承
久
の
乱
を

通
し
て
大
き
く
転
回
し
た
。
朝
廷
と
幕
府
の
力
学
関
係
が
大
き
く
揺
れ

動
い
た
結
果
、
怨
霊
鎮
魂
問
題
に
お
け
る
幕
府
の
位
相
は
飛
躍
的
に
高

ま
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
位
相
は
、
幕
府
が
朝
廷
か
ら
奪
い
取
っ
た
戦
利

品
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
戦
乱
の
勝
者
で
あ
る
幕
府
が
、

否
応
な
し
に
背
負
わ
ざ
る
を
え
な
い
重
荷
だ
っ
た
。
怨
霊
の
践
麗
へ
の

懸
念
に
発
端
を
も
っ
都
市
鎌
倉
の
空
間
整
備
は
、
承
久
の
乱
後
に
お
け

る
鎌
倉
武
士
た
ち
の
胸
の
う
ち
を
表
象
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
中
世
社
会
を
め
ぐ
る
歴
史
学

研
究
の
方
向
性
は
、
お
よ
そ
一
九
八
0
年
代
を
画
期
と
し
て
大
き
く
転

換
し
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
未
だ
中
世
社
会
の
全
体
像
へ
の
見
通
し

は
不
透
明
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
解
体
作
業
が
続
い
て
い
る
と
い
え
丸
。

研
究
の
細
分
化
を
危
倶
す
る
声
も
聞
え
る
が
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
歴
史

学
の
関
心
分
野
に
お
け
る
問
題
で
あ
っ
て
、
か
つ
て
歴
史
学
が
顧
る
こ

と
の
な
か
っ
た
領
域
の
開
拓
に
よ
る
研
究
の
細
分
化
は
む
し
ろ
望
ま
し

い
だ
ろ
う
。
今
後
も
怨
霊
鎮
魂
問
題
を
め
ぐ
る
中
世
武
士
の
心
性
を
手

掛
か
り
と
し
て
、
中
世
社
会
の
有
り
様
を
探
索
し
て
い
き
た
い
。
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注2 

戦
後
の
中
世
史
研
究
は
、
東
国
国
家
論
・
権
門
体
制
論
・
在
地
領
主
制

論
・
顕
密
体
制
論
な
ど
の
国
家
論
・
体
制
論
に
よ
っ
て
先
導
さ
れ
て
き
た
。

次
に
代
表
的
な
論
考
を
紹
介
し
、
詳
細
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

石
母
国
正
『
中
世
的
世
界
の
形
成
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
七
、
佐

藤
進
一
『
日
本
の
中
世
国
家
』
岩
波
書
底
、
一
九
八
三
、
黒
田
俊
雄
『
日

本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』
岩
波
書
底
、
一
九
七
五
。

一
九
八
0
年
代
後
半
、
『
日
本
の
社
会
史
』
シ
リ
ー
ズ
(
岩
波
書
庖
)
の
刊
行

は
象
徴
的
と
い
え
よ
う
。

『
崇
徳
院
怨
霊
の
研
究
』
思
文
閤
出
版
、
二
O
O
一
。
な
お
、
山
田
氏
に

は
次
の
論
考
も
あ
る
。
「
源
頼
朝
の
怨
霊
観
」
『
中
世
仏
教
の
展
開
と
そ
の

基
盤
』
大
蔵
出
版
、
二
O
O
二
、
『
放
置
す
る
怨
霊
|
崇
り
と
鎮
魂
の
日
本

史
|
』
古
川
弘
文
館
、
二
O
O
七。

『
頼
朝
の
精
神
史
』
講
談
社
、
一
九
九
人
。
な
お
、
山
本
氏
は
、
北
条
氏

に
つ
き
ま
と
う
怨
霊
鎮
魂
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
(
『
日
本
の

歴
史
9

頼
朝
の
天
下
草
創
』
講
談
社
、
二
O
O
一
、
第
六
章
)
。

『
日
本
の
歴
史
ロ
室
町
人
の
精
神
』
講
談
社
、
二
O
O
一
、
一

1
三
頁
。

『
大
飢
鐙
、
室
町
社
会
を
襲
う
!
』
古
川
弘
文
館
、
二
O
O
八
、
二
九
i

三
六
頁
。

後
鳥
羽
院
怨
霊
・
後
醍
醐
天
皇
怨
霊
の
鎮
魂
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
論

考
が
あ
る
。
八
木
重
弥
「
怨
霊
思
想
と
天
龍
寺
創
建
」
『
太
平
記
的
世
界
の

研
究
』
恩
文
閣
出
版
、
一
九
九
九
、
徳
永
誓
子
「
水
無
瀬
御
影
堂
と
臨
済

宗
法
灯
派
」
『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
八
二
)
、
二
O
O
四
、
同
「
後

3 4 5 6 7 
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鳥
羽
院
怨
霊
と
後
嵯
峨
皇
統
」
『
日
本
史
研
究
』
五
三
て
二
O
O
五
、
布

谷
陽
子
「
承
久
の
乱
後
の
王
家
と
後
鳥
羽
追
善
仏
事
」
『
中
世
の
地
域
と
宗

教
』
吉
川
弘
文
館
、
二
O
O
五
、
森
茂
暁
「
後
援
翻
天
皇
ー
そ
の
怨
霊
と

鎮
魂
、
文
学
へ
の
影
響
|
」
『
中
世
日
本
の
政
治
と
文
化
』
思
文
悶
出
版
、

二
O
O
六
(
初
出
は
『
九
州
史
学
』
一
一
一
六
、
二
0
0
0
)
な
ど
。
一
方
、

安
国
寺
・
利
生
塔
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
考
が
あ
る
。
辻
養
之
助
「
安
国

寺
利
生
塔
考
」
『
日
本
仏
教
史
研
究
』
岩
波
書
底
、
一
九
八
三
(
初
出
は

『
日
本
仏
教
史
之
研
究
』
金
港
堂
書
籍
、
一
九
一
九
)
、
今
枝
愛
真
「
安
国

寺
・
利
生
塔
の
設
立
」
『
中
世
禅
宗
史
の
研
究
(
復
刊
版
)
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
七
八
(
初
版
は
一
九
七
O
)
、
松
尾
剛
次
『
日
本
中
世
の
禅
と

律
』
吉
川
弘
文
館
、
二
O
O
三
、
西
山
美
香
「
法
観
寺
八
坂
塔
[
利
生
塔
]

の
再
興
」
『
武
家
政
権
と
禅
生

T
夢
窓
疎
石
を
中
心
に
|
』
笠
間
書
院
、
二

O
O
四
(
初
出
は
『
伝
承
文
学
研
究
』
五
二
、
二
O
O
二
)
な
ど
。

本
郷
和
人
『
中
世
朝
廷
訴
訟
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
、

四
四
1
五
七
頁
。

川
合
康
「
武
家
の
天
皇
観
」
『
鎌
倉
幕
府
成
立
史
の
研
究
』
校
倉
書
一
房
、
二

O
O
四
(
初
出
は
『
講
座
前
近
代
の
天
皇
4

統
治
的
諸
機
能
と
天
皇
観
』

青
木
書
庖
、
一
九
九
五
)
を
参
照
。

た
と
え
ば
、
吉
田
経
房
は
、
法
住
寺
合
戦
を
堅
固
闘
争
時
代
に
起
っ
た

数
々
の
動
乱
の
な
か
随
一
と
歎
き
、
そ
の
原
因
を
崇
徳
院
怨
霊
の
議
動
に

も
と
め
て
い
る
(
『
吉
記
』
寿
永
二
年
十
一
月
十
九
日
条
)
。

朝
廷
で
は
法
住
寺
合
戦
直
後
か
ら
崇
徳
院
怨
霊
の
鎮
魂
対
策
が
議
論
さ
れ

(
『
百
錬
抄
』
寿
永
二
年
十
一
月
廿
五

B
条
な
ど
て
や
が
て
保
元
の
乱
の
戦

場
で
あ
る
春
日
河
原
に
新
た
な
鎮
魂
施
設
(
の
ち
の
粟
田
宮
)
が
建
立
さ

れ
た
(
『
吉
記
』
『
百
錬
抄
』
元
暦
元
年
四
月
十
五
日
条
)
。

唱
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こ
の
願
文
に
つ
い
て
は
、
多
賀
宗
隼
『
慈
円
の
研
究
』
古
川
弘
文
館
、
一

九
人
O
、
二
九
六
頁
以
下
に
詳
細
な
分
析
が
あ
る
。
以
下
、
こ
の
願
文
に

関
す
る
叙
述
は
、
多
賀
氏
の
論
を
踏
ま
え
て
い
る
。

以
下
、
史
料
は
読
み
下
し
で
引
用
す
る
。
引
用
史
料
の
原
文
は
、
注
判
以

下
に
掲
げ
て
お
い
た
。
な
お
、
史
料
の
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。

頼
経
が
征
夷
大
将
軍
の
宣
旨
を
う
け
る
の
は
、
嘉
禄
二
年
(
一
二
二
六
)

の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
鎌
倉
に
お
け
る
頼
経
の
地
位
は
、
将
軍

候
補
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
慈
円
が
こ
の
事
情
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は

な
く
、
「
将
軍
」
と
い
う
表
現
は
、
文
武
問
わ
ず
、
九
条
家
に
よ
る
天
皇
補

佐
を
末
代
の
道
理
と
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
慈
円
の
願
望
か
ら
生
じ
た
も

の
だ
ろ
う
。
慈
円
の
道
理
観
に
つ
い
て
は
、
大
隅
和
雄
『
愚
管
抄
を
読
む

l
日
本
中
世
の
歴
史
観
|
』
講
談
社
、
一
九
九
九
(
初
版
は
一
九
八
六
)

を
参
照
。

最
後
に
「
主
人
若
し
衰
怠
あ
る
か
」
と
み
え
る
が
、
「
主
人
」
と
し
て
は
政

子
と
泰
時
が
想
定
さ
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
決
め
手
は
な
く
、
断
定
は
差
し

控
え
た
い
。
た
だ
、
天
台
座
主
の
慈
円
が
女
性
の
政
子
を
「
主
人
」
と
呼

ぶ
の
は
考
え
に
く
く
危
将
軍
政
子
の
政
治
権
力
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な

い
)
、
さ
し
あ
た
っ
て
泰
時
を
指
す
も
の
と
解
釈
し
て
お
く
。

速
水
備
『
呪
術
宗
教
の
世
界
|
密
教
修
法
の
歴
史
!
』
塙
書
一
房
、
一
九
八

七
、
五
九
1
六
四
頁
。

『
華
頂
要
略
』
巻
第
五
五
・
上
・
古
誼
文
集
。

『
血
脈
類
集
記
』
第
七
、
『
野
沢
血
脈
集
』
巻
二
、
『
高
野
春
秋
』
巻
八
を

参
照
。
な
お
、
良
印
の
出
自
な
ど
に
つ
い
て
は
、
太
田
直
之
「
中
世
高
野

山
の
勧
進
活
動
」
『
日
本
史
研
究
』
五
三
七
、
二
O
O
七
、
七
1
一
一
頁
を

参
照
。

13 14 15 16 18 17 
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『
大
日
本
仏
教
全
書
』
巻
八
七
巻
・
寺
誌
部
五
所
収
。
原
漢
文
。

太
田
直
之
「
中
世
高
野
山
の
勧
進
活
動
」
『
日
本
史
研
究
』
五
三
七
、
二
O

O
七
、
五
頁
。

『
高
野
春
秋
』
巻
第
八
・
暦
仁
元
年
三
月
十
七
日
条
。

『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
十
月
十
三
日
条
、
『
鎌
倉
年
代
記
裏
書
』
承
久
三
年

十
月
廿
三
日
条
を
参
照
。

こ
の
仏
事
の
沿
革
に
つ
い
て
の
以
下
の
叙
述
は
、
白
井
優
子
「
入
定
伝
説

の
展
開
」
『
院
政
期
高
野
山
と
空
海
入
定
伝
説
』
同
成
社
、
二
O
O
二
、
二

五
人
頁
に
よ
る
。

『
和
歌
山
県
史
』
古
代
史
料
二
、
鎌
倉
時
代
将
号
。

追
塩
千
尋
「
阿
育
王
伝
説
(
二
)
|
中
世
l
」
『
日
本
中
世
の
説
話
と
仏
教
』

和
泉
書
院
、
一
九
九
九
(
初
出
は
「
中
世
日
本
に
お
け
る
阿
育
王
伝
説
の

意
義
」
『
仏
教
史
学
研
究
』
二
四
(
二
)
、
一
九
八
二
)
を
参
照
。

『
鎌
倉
年
代
記
裏
書
』
建
久
九
年
条
、
『
平
家
物
語
』
巻
十
二
、
『
北
条
九

代
記
』
。

元
利
四
年
古
活
字
本
『
承
久
記
』
下
巻
(
『
古
典
文
庫
』
六
人
所
収
)
、
『
承

久
戦
物
語
』
巻
第
六
。

定
豪
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
考
を
参
照
。
上
回
絞
代
「
鎌
倉
止
住
僧
定
豪

に
つ
い
て
」
『
学
習
院
史
学
』
一
一
一
三
、
一
九
九
五
、
湯
山
学
「
定
豪
と
そ
の

門
流
」
『
鶴
岡
八
幡
宮
の
中
世
的
世
界
』
自
費
出
版
、
一
九
九
五
、
平
雅
行

「
定
豪
と
鎌
倉
幕
府
」
『
古
代
中
世
の
社
会
と
国
家
』
清
文
堂
出
版
、
一
九

九
八
。

『
吾
妻
鏡
』
寛
喜
二
年
十
一
月
十
三
日
条
。

伊
藤
喜
良
「
中
世
に
お
け
る
天
皇
の
呪
術
的
権
威
と
は
何
か
」
『
歴
史
-
評
論
』

四
三
七
、
一
九
八
六
(
後
に
同
『
日
本
中
世
の
王
権
と
権
威
』
思
文
閣
、

- 12 -
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一
九
九
三
に
再
録
)
。
後
述
す
る
放
と
祭
の
機
能
に
つ
い
て
も
、
こ
の
論
考

を
参
照
。

『
吾
妻
鏡
』
承
久
元
年
七
月
廿
六
日
条
。

『
吾
妻
鏡
』
元
仁
元
年
六
月
六
日
条
。

『
吾
妻
鏡
』
貞
永
元
年
間
九
月
十
日
、
嘉
禎
元
年
十
二
月
廿
七
日
、
延
応

元
年
十
一
月
六
日
、
建
長
四
年
八
月
六
日
、
弘
長
元
年
二
月
二
日
条
。

生
嶋
輝
美
「
鎌
倉
武
士
の
死
刑
と
斬
首
|
『
吾
妻
鏡
』
・
軍
記
物
に
み
る

そ
の
観
念
と
作
法
|
(
下
)
」
『
文
化
史
学
』
五
五
、
一
九
九
九
、
二
一
0

1
一
二
五
頁
を
参
照
。
以
下
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
生
嶋
氏
の
研
究
、
五

味
文
彦
氏
の
研
究
(
「
文
献
か
ら
み
る
鎌
倉
の
死
の
様
相
」
『
中
世
都
市
鎌

倉
と
死
の
世
界
』
高
志
書
院
、
二
O
O
二
)
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
な

お
、
都
市
鎌
倉
の
周
辺
部
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
石
井
進
氏
に
よ
る
先
駆

的
研
究
が
あ
る
(
「
都
市
鎌
倉
に
お
け
る
『
地
獄
』
の
風
景
」
『
御
家
人
制

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
、
「
坂
と
境
」
『
日
本
民
俗
文
化
大
系

6

漂
泊
と
定
着
』
小
学
館
、
一
九
八
四
、
『
日
本
の
中
世
1

中
世
の
か

た
ち
』
中
央
公
論
新
社
、
二
O
O
二
、
一
三
一

i
一
八
八
頁
な
ど
)
。

『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
悶
七
月
廿
九
日
条
。

『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
五
月
三
日
条
。

『
沙
石
集
』
巻
二
ノ
四
。

『
吾
妻
鏡
』
承
久
三
年
八
月
二
日
条
。

『
吾
妻
鏡
』
嘉
禄
二
年
五
月
四
日
条
。

『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
十
月
廿
六
日
条
、
養
和
元
年
七
月
廿
一
日
条
。

『
吾
妻
鏡
』
建
保
元
年
五
月
四
日
条
。

『
吾
妻
鏡
』
建
久
三
年
二
月
廿
四
日
条
。

「
関
東
初
例
」
の
霊
所
放
が
行
わ
れ
た
元
仁
元
年
(
一
一
一
一
一
四
)
に
は
、

34 43 42 41 40 39 38 37 36 35 
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四
角
四
境
祭
も
行
わ
れ
て
い
る
が
(
『
吾
妻
鏡
』
同
年
十
二
月
廿
六
日
条
て

こ
れ
ま
た
同
じ
脈
絡
か
ら
理
解
で
き
よ
う
。
四
角
凶
境
祭
と
は
本
来
宮
城

の
四
角
、
平
安
京
を
囲
む
四
境
で
邪
気
の
内
側
へ
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
行

う
祭
の
こ
と
だ
が
、
幕
府
で
も
そ
れ
に
倣
っ
て
霊
所
放
・
祭
同
様
、
元
仁

元
年
(
一
二
二
四
)
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
鎌
倉

の
四
境
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
場
所
は
、
東
の
六
浦
、
南
の
小
査
、
西
の

稲
村
、
北
の
山
内
で
あ
る
。
六
浦
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
小
壷
は
杜
戸

や
田
越
へ
関
か
れ
て
い
る
地
域
で
あ
り
、
稲
村
は
図
瀬
河
を
さ
す
か
ら

(
『
吾
妻
鏡
』
嘉
禎
元
年
十
二
月
廿
日
条
)
、
基
本
的
に
四
角
四
境
祭
と
霊
所

赦
・
祭
の
施
行
場
所
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
北
の
山

内
は
小
袋
坂
を
さ
す
が
(
『
吾
妻
鏡
』
嘉
禎
元
年
十
二
月
廿
日
条
)
、
こ
こ

は
か
つ
て
処
刑
の
場
と
し
て
機
能
し
、
地
獄
谷
と
呼
ば
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
四
角
四
境
祭
の
行
わ
れ
る
場
所
も
霊
一
所
放
・
祭
の
そ
れ

と
同
様
、
処
刑
・
巣
首
・
首
実
検
の
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
四
角

囚
境
祭
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
喜
良
「
四
角
四
境
祭
の
場
に
生
き
た
人
々
」

『
歴
史
』
六
六
、
一
九
八
六
(
後
に
同
『
日
本
中
佐
の
王
権
と
権
威
』
恩
文

閥
、
一
九
九
三
に
再
録
)
、
高
橋
昌
明
「
境
界
の
祭
杷
|
酒
呑
童
子
説
話
の

成
立
|
」
『
日
本
の
社
会
史
第
2
巻
境
界
領
域
と
交
通
』
岩
波
書
底
、
一

九
八
七
、
甲
田
利
雄
「
四
角
祭
考
」
『
陰
陽
道
叢
書
4

特
論
』
名
著
出
版
、

一
九
九
三
を
参
照
。

『
史
学
雑
誌
』
一
一
ム
ハ
(
五
)
、
二
O
O
七
所
収
の
回
顧
と
展
望
日
本
中
世

史
分
野
の
総
論
(
勝
山
清
次
氏
執
筆
)
を
参
照
。

4
3
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E
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*
引
周
史
料
の
原
文

史
料
一
「
慈
円
願
文
」



金
剛
仏
子
久
発
大
願
、
齢
己
七
旬
、
(
中
略
可
愛
仏
子
及
知
命
歳
之
後
、

為
前
座
主
之
問
、
重
思
慮
三
世
、
発
無
二
大
願
、
奏
上
皇
逮
執
柄
、
建
立
伽

藍
、
始
置
大
善
、
一
者
大
憐
悔
之
道
場
、
(
中
略
)
、
以
此
修
善
、
一
向
資
怨

霊
雅
器
之
授
苦
、
致
国
土
安
穏
之
祈
請
、
二
者
蟻
盛
光
之
壇
場
、
長
日
行
法

六
座
、
今
輪
・
仏
眼
・
薬
師
・
不
動
・
織
盛
光
・
法
華
是
也
、
(
中
略
)
、
抑

上
皇
一
任
例
可
被
建
立
御
願
寺
、
而
今
無
茶
地
云
々
、
旬
以
白
河
旧
房
師
跡
之

地
進
院
庁
、
刻
建
立
供
養
、
如
叡
慮
被
遂
早
畢
、
経
十
五
箇
年
之
後
、
忽
亦

被
破
渡
他
所
了
、
(
中
略
)
、
仏
子
渡
道
場
於
他
処
、
企
広
大
之
奥
隆
、
其
大

成
就
院
堂
舎
炎
上
忽
詑
、
則
其
年
又
造
営
、
四
五
年
之
後
、
承
久
二
年
又
炎

上
誌
、
問
三
年
有
此
天
下
大
事
、
六
月
東
将
打
入
洛
中
之
後
、
一
向
亦
退
転

数
座
行
法
、
(
中
略
)
、
以
元
久
元
年
三
月
八
日
、
始
修
上
件
行
法
等
之
後
、

至
子
去
年
既
十
八
箇
年
也
、
(
中
略
)
、
因
葱
仏
子
更
亦
湿
法
之
冥
加
、
帰
仏

之
機
感
、
属
師
跡
之
勝
地
最
勝
四
天
王
院
旧
跡
、
建
立
三
箇
之
道
場
、
欲
始

数
座
行
法
、
(
中
略
)

子
時
貞
応
元
年
十
二
月
日
啓
白
仏
前
、
為
知
祈
請
之
始
終
、
冥
感
之
首
尾

也、
重
請
、
案
之
、
今
将
軍
若
君
者
、
則
前
摂
政
殿
下
賢
息
、
外
祖
者
前
太
政
大

臣
也
、
(
中
略
)
、
末
代
之
治
園
、
道
理
之
至
極
也
、
の
武
家
息
災
安
穏
、
転

禍
為
福
者
、
王
法
之
本
意
、
利
生
之
素
懐
也
、
次
此
大
成
就
院
勤
行
者
、
一

向
為
将
軍
御
祈
、
欲
奥
行
件
等
顕
密
甚
深
法
也
、
若
然
者
、
今
更
殊
以
件
等

行
法
分
置
山
洛
、
抽
懇
念
無
慨
怠
之
条
、
将
軍
御
扶
佐
人
々
、
二
口
問
禅
尼
御

同
心
、
尤
口
処
分
可
成
其
実
者
也
、
将
軍
御
祈
者
、
惣
以
武
士
等
祈
祷
也
、

其
中
為
二
品
御
沙
汰
、
具
仰
合
人
々
、
以
此
大
成
就
院
蟻
盛
光
法
等
、
可
為

将
軍
御
祈
並
公
家
御
祈
願
之
由
、
可
被
仰
下
也
、
(
中
略
)
、
如
此
之
道
理
、

争
無
其
沙
汰
哉
、
の
乍
恐
所
計
申
也
、
新
法
皇
御
早
世
、
義
時
朝
臣
頓
滅
、

大
乱
勝
負
之
後
、
依
冥
衆
擁
諮
問
、
天
下
雄
無
違
乱
、
依
祈
請
遅
引
、
主
人
若

有
衰
患
欺
、
凡
道
理
之
所
露
顕
、
更
以
不
可
有
疑
殆
歎
。

史
料
二
「
太
政
官
符
」

太
政
官
符
南
海
道
諸
国
司

応
令
伝
灯
大
法
師
位
良
印
勧
進
圏
内
修
造
紀
伊
国
高
野
山
大
球
主

4

右
、
得
良
印
去
月
十
二
日
奏
状
俗
、
謹
考
旧
貫
、
大
塔
者
弘
法
大
師
草
創
之

基
跡
也
、
(
中
略
)
、
延
喜
年
中
国
司
収
公
、
故
明
神
成
崇
、
忽
及
玉
体
之
不

予
、
寛
弘
之
比
、
寺
領
牢
鑑
、
故
天
下
不
静
、
(
中
略
)
、
の
二
代
共
下
官
符
、

如
旧
直
改
寺
領
、
彼
時
又
付
成
功
、
依
被
修
造
彼
塔
、
国
土
安
穏
人
民
豊
楽
、

(
中
略
)
、
早
任
二
代
之
佳
例
、
難
宜
申
付
成
功
、
国
家
之
大
営
非
少
、
人
民

之
勤
役
無
隙
、
只
発
稼
心
之
弘
願
、
欲
勧
檀
那
之
施
与
、
(
中
略
)
従
二
位
行

権
中
納
言
源
朝
臣
通
方
宣
、
奉
勅
、
勧
進
京
畿
七
道
、
宜
令
修
造
者
、
諸

国
承
知
、
依
宣
行
之
、
符
到
奉
行
、

(
中
略
)貞

応
元
年
五
月
十
二
日

史
料
二
一
「
北
条
義
時
下
知
状
」

紀
伊
国
高
野
山
大
塔
修
造
事
、
勧
進
上
人
良
印
所
申
賜
官
符
也
、
子
細
載
状
、

五
畿
七
道
之
閥
、
将
軍
家
之
家
人
・
地
頭
・
住
人
等
之
中
、
有
情
之
輩
、
各

各
随
堪
可
奉
加
之
状
、
依
仰
下
如
件
、

貞
応
元
年
九
月
廿
五
日
・

4
・
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前
陸
奥
守
平
(
花
押
)

史
料
四
「
関
東
御
教
書
案
」

高
野
山
大
塔
五
畿
七
道
致
勧
進
可
造
立
之
旨
、
良
印
上
人
被
仰
付
畢
、
大
衆

合
力
、
早
速
可
遂
成
風
之
功
者
、
為
新
寄
進
泉
州
池
田
郷
遺
之
、
全
可
寺
納
、

弥
可
抽
国
家
快
楽
之
丹
誠
者
也
、
品
川
執
達
如
件
、



貞
応
二
年
二
月
十
六
日

史
料
五
「
後
白
河
院
庁
下
文
」

院
庁
下
備
後
国
在
庁
官
人
等

可
早
以
当
国
大
田
庄
為
金
剛
峯
寺
根
本
大
塔
領
充
長
日
不
断
金
剛
胎
蔵
両

部
大
法
用
途
科
事

右
、
得
彼
寺
沙
門
銀
阿
今
月
三
日
解
状
様
、
謹
検
案
内
、
当
寺
者
秘
蜜
上
乗

興
隆
之
仁
綱
、
弘
法
大
師
入
定
之
古
廟
也
、
(
中
略
)
、
然
間
近
年
以
降
、
逆

乱
芳
起
、
華
夷
不
閑
、
存
者
朝
朝
暮
暮
抱
怖
畏
、
亡
者
招
生
生
世
世
苦
呆
、

開
之
思
之
、
焦
魂
焦
肝
、
更
以
何
計
可
対
治
、
又
以
何
縁
可
引
導
、
情
憶
利

益
之
甚
深
、
不
如
蜜
教
之
功
力
、
蜜
教
諸
行
之
中
、
以
大
日
為
最
尊
、
因
滋

於
当
山
根
本
大
塔
、
昼
夜
不
断
可
勤
修
金
剛
胎
蔵
両
界
供
養
法
也
、
(
中
略
)
、

任
申
請
、
以
彼
庄
所
当
、
為
充
長
日
不
断
金
剛
胎
蔵
両
部
大
法
用
途
、
永
所

被
寄
置
根
本
大
塔
領
也
、
迄
至
未
来
際
、
更
勿
致
牢
鑑
、
在
庁
官
人
弁
庄
宜

承
知
、
依
件
用
之
、
敢
不
可
違
失
、
故
下
、

文
治
二
年
五
月
日
(
下
略
)
。

史
料
六
『
吾
妻
鏡
』
文
治
二
年
七
月
廿
四
日
条

廿
四
日
己
亥
、
為
仙
洞
御
願
、
為
被
宥
平
家
怨
霊
、
於
高
野
山
、
被
建
立
大

塔
、
自
去
五
月
一
日
、
被
行
厳
密
御
仏
事
、
而
供
料
所
、
以
備
後
国
太
田
庄
、

加
御
手
印
、
今
日
所
被
奉
寄
也
、
但
土
肥
弥
太
郎
成
妨
之
由
、
依
其
訴
出
来
、

殊
被
仰
下
之
閥
、
早
可
退
出
庄
家
之
旨
、
今
日
二
品
令
下
知
給
之
云
々
。

史
料
七
『
吾
妻
鏡
』
嘉
禄
元
年
九
月
八
日
条

八
日
丙
賞
、
於
多
胡
江
河
原
、
為
立
八
万
四
千
基
石
塔
、
弁
僧
正
門
弟
等
相

具
之
、
武
州
・
駿
州
・
三
浦
駿
河
前
司
以
下
被
行
向
之
、
被
沙
汰
云
々
。

前
陸
奥
守

回、J
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